
 

福島県多世代同居・近居推進事業 補助金交付事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 補助事業者は、福島県多世代同居・近居推進事業を実施するため、福島

県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下

「規則」という。）及びこの取扱要領の定めるところにより、予算の範囲内で

補助金を交付する。 

 

（目的） 

第２条 福島県内で新たに多世代による同居又は近居（以下「多世代同居・近居」

という。）するために住宅取得等を行う者に対して補助金を交付することによ

り、良質な住宅ストックや良好な住環境の形成とともに、子育て環境や高齢者

見守りの充実、定住の促進、女性の就労支援、中古住宅市場の活性化を図り、

人口減少対策と地方創生の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）多世代 

   祖父母（どちらか一方を含む。曾祖父母も含む）、父母（どちらか一方を

含む）及び子ども（１人以上）の三世代以上のこと。 

（２）同居  

父母及び子（以下「親子」という。）又は子の祖父母が住所変更（住民票

及び届出避難場所証明書に記載されている住所の変更をいう。以下同じ。）

を行い、親子と子の祖父母とが同一の住宅に居住すること。 

（３）近居 

親子又は子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそ

れぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね２キロメートル以内にある

こと。 

（４）中古住宅 

人の居住の用に供したことのある住宅又は建設工事の完了の日から起算

して１年を経過した住宅のこと。 

（５）増改築 

既存住宅の延べ面積を増やす工事又は既存部分を除却し同程度の面積の

住宅部分を築造すること。 

（６）改修 

多世代同居・近居に必要と認められる工事で、間取変更、浴室・洗面所・

便所・台所等の改修及び設置、バリアフリー（手摺り設置、段差の解消、廊

下幅の拡幅等）、断熱化、壁・床等の内装改修、浄化槽入替（人槽増に限る）、

物置設置、その他知事が必要と認める工事。ただし、外装（屋根・外壁等）



 

工事、門・塀・柵、カーポート、外構等の屋外工事、下水道切替工事、その

他知事が適当でないと認めるものを除く。 

（７）住宅取得等 

次に掲げるものをいう。 

ア 多世代同居・近居を行うための住宅取得（新築住宅（戸建・集合）又は

中古住宅（戸建・集合）の取得） 

イ 所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる増改築又は改修 

（８）子ども 

   補助事業者が別に定める募集の終期までに１８歳未満（１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある者。なお、妊娠中の子どもは含め

ないものとする。）で就労していない者をいう。 

（９）県外移住世帯 

県外から県内に移住し、かつ、住民票を異動する世帯のこと。 

（１０）補助事業者 

県からの補助を受け、福島県多世代同居・近居推進事業に係る事務を行う

者をいう。 

 

（補助対象者） 

第４条 この補助金の対象者は、次の各号に該当する者（以下「補助対象者」と

いう。）とする。 

（１）福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行う者である

こと。 

（２）事業完了日（多世代同居・近居を開始する日をいう。以下同じ。）の属す

る年度の翌年度から起算して３年間以上、多世代同居・近居を継続すること

（就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く。）。 

（３）多世代同居・近居を始める全ての者が、県税を滞納していないこと。 

（４）本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等

の補てんを受けていないこと。 

（５）多世代同居・近居を始める者のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅

の所有者であること。 

（６）多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の

末日までに開始すること。 

（７）多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる者は、原則と

して、補助金交付申請日から前６ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録され

ていること。 

（８）福島県暴力団排除条例（平成２３年福島県条例第５１号）に規定する暴力

団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。 

 

（補助の対象） 

第５条 補助の対象となる住宅は、次の各号に該当するものとする。なお、住宅



 

の床面積が全体の２分の１以上の併用住宅も対象とする。 

（１）建築基準法等の関係法令に適合すること。 

（２）昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅にあっては、「福島

県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施

していること。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助の対象となる経費は、補助対象者が行う住宅取得等に係る経費と

し、次の経費を除いたものとする。 

（１）土地取得費 

（２）増改築又は改修における補助対象以外の経費 

（３）併用住宅における住宅部分以外に係る経費 

 

（補助金の額） 

第７条 補助事業者が交付する補助金は、補助対象者が多世代同居・近居を行う

場合に交付するものとし、その額は、住宅取得等に係る経費の１／２又は次の

（１）及び（２）の合計のいずれか低い額とする。なお、１，０００円未満の

端数は切り捨てるものとする。 

（１）補助基本額 

１申請当たり３０万円とする。 

（２）県外移住世帯加算額 

   １申請当たり１０万円とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 規則第４条第１項の規定による補助金の交付申請は、第１号様式（補助

金交付申請書）により、住宅取得等の契約における引渡しの日の属する年度の

募集に対して行うものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付を決定したときは、規則第７条第１項の規

定に基づき、第３号様式により、その内容等を補助対象者に通知するものとす

る。 

 

 

（事業内容の変更等） 

第１０条 規則第６条第１項第１号の規定に基づき事業内容及び経費の配分を

変更しようとする場合は、第４号様式（補助金変更交付申請書）を補助事業者

に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、変更内容が軽微であり、次のいずれかに該当する場合は不要

とする。 



 

（１）事業完了予定日の６ヶ月未満の延長（交付申請を行う日の属する年度内

に限る）。 

３ 規則第６条第１項第２号の規定により、事業を中止又は廃止しようとする

場合は、第５号様式（事業中止（廃止）承認申請書）を補助事業者に提出し、

承認を受けなければならない。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第１１条 規則第８条第１項に規定する補助金の交付申請を取り下げることが

できる期日は、交付決定通知書を受理した日から起算して１５日を経過した

日とし、その旨を記載した書面を補助事業者に提出しなければならない。 

 

（完了実績の報告） 

第１２条 補助対象者は、原則として、事業完了日から起算して３０日を経過し

た日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに、規則第１３条第１項に規定する実績報告を行なわなければ

ならない。 

２ 前項の報告は、第６号様式（完了実績報告書）によるものとし、必要な書類

を添付するものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 補助事業者は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、規則第１４

条の規定により、その内容の審査及び現地調査等を実施し、補助事業の成果が

補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を

確定し、補助対象者に第７号様式（補助金額確定通知書）により通知するもの

とする。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 補助事業者は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に、補助

金を支払うものとする。 

２ 補助対象者が前項の支払いを受けようとするときは、第８号様式（補助金請

求書）によるものとする。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第１５条 補助事業者は、補助対象者が次のいずれかに該当するときは、知事が

やむを得ないと認める場合を除き、補助金交付決定の全部又は一部を取り消

し、また、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようと

したとき。 

（２）事業完了日の属する年度の翌年度から起算して３年以内に、補助対象住宅

における多世代同居・近居を解消する等、この要領に定める要件を満たさな



 

くなったとき。 

（３）規則又は関係法令に違反する行為があったとき。 

２ 補助事業者は、前項の取り消しの決定を行った場合には、第９号様式（交付

決定取消通知書）により、その旨を補助対象者に通知するものとする。 

３ 補助事業者は、第１項に基づく取り消しを行った場合には、規則第１７条の

規定に基づき、返還の猶予期間や必要な加算金等を定めるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１６条 本事業により住宅取得等を行った住宅が、規則第１８条の規定に基

づき財産処分の制限を受ける期間は、１０年とする。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第１７条 補助対象者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類

を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存してお

かなければならない。 

 

（現地調査等の協力義務） 

第１８条 補助対象者は、補助事業者が規則第１１条に規定する、補助事業の遂

行状況に係る報告及び調査を行おうとする場合は、遅滞なくこれに協力しな

ければならない。 

 

（報告及び調査） 

第１９条 補助対象者は、第１０条第２項、第１５条第１項に該当するときは、

すみやかに補助事業者に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、

又は調査を行うことができる。 

 

（書類の提出） 

第２０条 この要領により補助事業者に提出する書類は、１部とする。 

 

（その他） 

第２１条 補助金の交付等に関しては、この要領によるほか、次に定めるところ

により行うこととし、その他事業の実施について必要な事項は、別に定める。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号） 

（２）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令

第２５５号） 

 

 附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１１日から施行する。 



 

附 則 

１ この要領は、令和２年５月２０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和３年５月１９日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和５年５月２３日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


